	建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
・石綿障害予防規則に基づき、当現場では適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を行っております。
・横浜市役所へ

横浜市生活環境の保全等に関する条例第92条（横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則第71条）の規定による
作業の実施の届出を行っております。
石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の内容
作業期間
平成　　年　　月　　日～
平成　　年　　月　　日
石綿のばく露防止措置及び石綿粉じんの飛散防止措置の概要：
（例）
　・湿潤措置
・保護具・保護衣の使用
・立入禁止措置
　　
平成　　年　　月　　日（表示日）
施工事業者名：　　　　　　　　　　　　　　　　
現場責任者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
を石綿作業主任者に選任しています。
石綿に係る特別の教育を受講した者が作業を行っています。
　受講した特別の教育：　　　　の実施した講習（平成　年　月受講）



